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研究要旨 

 この研究は、ドイツ、フランス、イギリスを対象として、医療制度が直面する課題及びそれに

対応した改革について把握・分析し、改革の効果と問題点を明らかにするとともに、日本への適

用可能性を探ることを目的とする。 

 平成 25 年度においては、平成 24 年度の研究成果及び補足調査の結果に基づき、医療制度改革

の重要な論点に沿って、この三か国で行われた改革のなかから日本においても有効と考えられる

改革を抽出し、それらを日本において実際に適用する場合に想定される効果と問題点を検討し、

取りまとめた。 

 以上の結果、この三か国の改革には、日本の改革にとって重要な示唆を与えるものが含まれて

いること、これらの全てが直接的に日本に適用できるわけではないが、その考え方や手段の適用

について日本の実情を踏まえた検討を行うことにより、日本の政策への反映が可能であることが

明らかとなった。 

 本研究の成果は、日本における医療制度改革に関する政策の検討にとって重要な基礎資料とし

て活用可能なものであり、政策の選択肢を拡大するとともに、政策の効果や実施可能性を高める

ことなどに貢献するものである。 
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A．研究目的 

高齢化の進展、医療技術の進歩などに伴い

医療費が増大する一方で、経済が低迷し、財

政赤字が拡大するなかで、質の高い医療を効

率的に提供するとともに、増加する費用を安

定的かつ公平に賄える制度が求められている。

このことは、先進諸国に共通する重要課題と

なっている。 

このような状況を踏まえ、本研究は、近年、

医療制度に関して様々な改革が実施され、多

くの議論が積み重ねられているドイツ・フラ

ンス・イギリスを対象として、医療制度(医療

保障制度及び医療供給体制)が直面する課題

及びそれに対応した制度改革について把握・

分析し、改革の効果と問題点を明らかにする

とともに、日本への適用可能性を探ることを

目的とする。 

B．研究方法 

 平成 25 年度においては、まず、各国で行わ

れた改革の日本への適用可能性を検討するう

えで追加的に必要な情報を洗い出し、不足す

る情報を補うための文献調査及び現地の関

係団体、専門研究機関などの訪問調査を実施

した。 

そのうえで、平成 24 年度の研究成果及び

上記補足調査の結果を基に、研究代表者及

び研究分担者の間での討議などを通じて検

討を行い、医療制度改革の重要な論点であ

る「公私関係」、「診療報酬」、「競争、保険

者の役割」、「医療保険財政の安定と負担の

公平」、「新たな薬剤及び診断・治療方法の

導入」、「平等な医療アクセスの確保」、「医

療供給者間の連携」及び「質の確保」に関

して、この三か国で実施された改革のなか

から日本においても有効と考えられるものを

抽出し、それらを適用した場合に想定される

効果と問題点を検討し、取りまとめた。 

 

（倫理面への配慮） 

文献研究及び相手方の了解を得て行った訪問

調査であるため該当しない。 

 

C．研究結果及び D. 考察 

この三か国で実施された改革のうち日本に

おいても有効と考えられる改革並びにそれら

を日本に適用する場合に想定される効果や問
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題点・検討課題は、次のとおりである。 

 

1. 公私関係 

この三か国のように民間医療保険を代替的、

補完的に積極的に活用することは公的医療保

険財政、および患者の負担軽減に有効である

と考えられる。また、民間医療保険は公的医

療保険でカバーされない部分を補う手段とし

て期待しうる。 

 しかし、日本が国民皆保険であることや、

医療機関へはフリーアクセスであることなど、

日本の医療制度の特徴を考慮した検討が必要

である。 

 

2. 診療報酬 

(1)ドイツ 

外来診療報酬に関しては、「保険医単位の標

準給付量の設定」が出来高払いを採用してい

る日本においても給付量をコントロールする

手段として活用可能なものと考えられる。た

だし、標準給付量を超えた場合の対応などに

ついて検討する必要がある。また、医師不足

地域において、一点当たり単価の加算を行う

ことは、医師の地域偏在是正のための総合的

な対策の一つとして有効なものと考えられる。 

入院診療報酬に関しては、DRG に基づく包

括的な報酬を支払う制度に転換することによ

り、在院日数の短縮、病院運営の経済性・効

率性の向上が期待できる。ただし、在院に日

数の短縮により不要となる病床の削減するこ

とが進まない場合には、入院件数を増やそう

とする誘因が働く恐れがある。 

薬剤償還価格については、定額制の導入に

より、ジェネリックの使用拡大、価格の引下

げ、医療保険による薬剤支出の抑制効果が得

られるものと期待されるが、特許権保護の対

象となっている薬剤の取扱いなどについて検

討の必要がある。 

 

(2)フランス 

外来診療報酬に関しては、日本のように、

すべての診療行為につき、詳細・緻密に点数

を設定する意味があるのか、という問題提起

が可能である。また、審査支払機関のより有

効な活用が意識されてもいいように思われる。 

入院診療報酬に関して、日本は在院日数が

長く、患者の大病院集中がみられる。これに

対して、入院医療費にかかる負担に加えホテ

ルコストの負担があることや病院への予算配

分が絞られてきたことが在院日数の短縮及び

病床数の削減をもたらしている点でフランス

が参考になる。 

薬剤費用償還に関しては、フランスのよう

な効能評価に応じた償還率の多様化は検討に

値すると思われる。また、ジェネリックの積

極的誘導政策を採用していることも参考にな

ると思われる。 

 

(3)イギリス 

 外来診療報酬に関しては、出来高払いへの
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接近に伴う問題に直面する可能性がある。こ

れを回避するために導入された医療サービス

の質を客観的に評価し、財源配分の適切性や

効率性を担保する仕組みは日本においても活

用可能と考えられる。 

 入院診療報酬に関しては、イギリス版 DRG

の開発を進める改革が日本に有用な示唆を与

える。これによって、医療サービスの質に見

合った診療報酬制度が形成され、診療の標準

化と質の向上が期待される。 

 

3. 競争、保険者の役割 

保険者間の競争が医療供給の質と経済性の

向上につながるためには、リスク調整の仕組

みを導入することや医療供給者と保険者との

関係を競争的なものへと転換することが求め

られる。このため、日本への適用には現行制

度の根本的な変更が必要になる。 

保険者間の競争を導入しない場合でも、ド

イツでの新たな医療供給システムの場合にみ

られるように、保険者が自らの判断で取り組

むことができる余地や被保険者による選択を

拡大することが被保険者ニーズに適合した質

の高い医療の提供につながる可能性がある。 

 

4. 医療保険財政の安定と負担の公平 

医療保険財政の安定ないし負担の公平に関

する考察を行う場合、説明責任が重要な検討

視点となりうるとともに、情報の透明化手法

を積極的に展開すべきことが求められる。 

このような観点から、日本においても、フ

ランスにおける社会保障財政法律のように、

保険料および租税の負担者であり、同時に医

療サービスばかりでなく社会保障サービスの

受給者である国民の前で、国民の代表である

国会議員による議論の場を設定することが望

まれる。 

 

5. 新たな薬剤及び診断・治療方法の導入 

有用性評価の導入は、新たな薬剤及び診

断・治療方法の導入により治療の可能性を拡

大することと、費用の効率的に使用すること

を両立するための有効な手段となるものであ

る。また、そのことが、診断・治療を画期的

に改善する新たな薬剤や技術の開発を促進す

ることにもつながる。 

 ただし、有用性評価の対象、実施方法、結

果の活用方法、評価実施機関の位置づけにつ

いて、日本の医療制度の特性を考慮した検討

が必要である。 

 

6. 平等な医療アクセスの確保 

(1)保健医療計画 

 入院診療に関しては、病院の立地、医療活

動の内容・量を示した保健医療計画を策定し、

その実効性が担保される手段と結びつけるこ

とにより、過剰病床の是正にとどまらず、地

域において必要とされる医療の確保が実現さ

れると期待される。その場合に、計画の実効

性担保の観点から強制力を伴う方策を導入す
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るためには、社会的な合意の形成が必要とな

る。 

 外来診療に関しても、開業医の偏在防止、

プライマリ・ケアへのアクセス確保の観点か

ら需要計画の策定やそれを実施する手段の検

討が必要である。 

 さらに、医療供給能力のコントロールを効

果的に行うためには、保険者の役割や保険者

と都道府県との役割分担の在り方について検

討する必要がある。 

 

(2)医療人材 

3 か国で医療人材の確保策のうち、保険医

の開業地域に関するインセンティブの付与、

医師の技能の認証・評価制度および免許の更

新制度、医療従事者の役割分担の見直しを伴

うチーム医療の診療報酬による経済的評価な

どは日本にも参考となる改革である。3 か国

および日本に共通した課題として、多様な医

療人材の働きをいかに評価し、従事者をいか

に処遇するかを引き続き検討することが求め

られる。 

 

7. 医療供給者間の連携 

 医療供給者間の連携体制を強化する制度的

な枠組みを医療保険制度に位置づけ、その推

進のために医療供給者・患者・保険者に経済

的なインセンティブを付与することは、慢性

病患者等に対する適切な医療を全国的に普及

する有効な手段となる。ただし、対象患者、

連携・調整主体、インセンティブの内容、質

の確保の仕組みなどについては、日本の状況

を踏まえた検討が必要である。 

 また、看護師等の役割を拡大することは、

患者に対する適切な医療の確保のみならず、

医師不足や医師の過重な負担軽減のためにも

有効な手段と考えられる。ただし、対象とす

る医療行為、医師の判断や指示の位置づけ、

実施可能な看護師等の範囲についての検討が

必要である。 

 

8. 質の確保 

医療の質に関する指標の策定と医療機関の

評価・認証制度は、相互補完的な関係にあり、

質の指標策定と認証制度を共通した枠組みで

行うことで、より効果的・効率的に実施でき

る。今後日本において質に関する情報公開制

度や認証制度を普及させていく上で、実施機

関の間で評価基準や指標に関する整合性を保

ち、共通化を図りつつ進めていくことが必要

である。その際に、いかにアウトカムを評価

するか、指標や評価手法の開発は今後の重要

課題である。 

 

 

E. 結論 

この三か国の改革には、日本の改革にとっ

て重要な示唆を与えるものが含まれている。

これらの全てが直接的に日本に適用できると

いうわけではないが、その考え方や手段の適
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用について日本の実情を踏まえた検討を行う

ことにより、日本の政策への反映が可能であ

ることが明らかとなった。 

本研究の成果は、日本における医療制度改

革に関する政策の検討にとって重要な基礎資

料となるものであり、政策の選択肢を拡大す

るとともに、その効果や実施可能性を高める

ことに貢献するものである。 
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